
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償

化
に
は
、
事
前
に
申
請
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　
令
和
７
年
４
月
よ
り
幼
稚
園
・
認

定
こ
ど
も
園
（
１
号
認
定
）
・
認
可

外
保
育
施
設
な
ど
に
入
園
、
ま
た
は

３
歳
児
ク
ラ
ス
に
進
級
す
る
場
合
、

事
前
に
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
申
請
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
無
償
化
の
対
象
と
な
る
か
た
　

・
３
～
５
歳
児
ク
ラ
ス
の
子
ど
も

・�

０
～
２
歳
児
ク
ラ
ス
の
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
子
ど
も

＊
預
か
り
保
育
や
認
可
外
保
育
施
設

な
ど
の
利
用
料
は
、
保
育
が
必
要
な

世
帯
の
み
無
償
化
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
に
つ

い
て
は
保
育
所
な
ど
の
入
所
基
準
と

同
じ
で
す
。
（
６
ペ
ー
ジ
参
照
）

＊
一
部
の
幼
稚
園
で
は
、
入
園
で
き

る
時
期
に
合
わ
せ
て
満
３
歳
か
ら
無

償
化
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
（
預
か

り
保
育
の
利
用
料
は
住
民
税
非
課
税

世
帯
に
限
り
ま
す
。
）

▼
注
意
事
項
　

・�

市
外
の
施
設
を
利
用
す
る
場
合
で

保
護
者
の
住
民
票
が
本
市
に
あ
る

か
た
は
、
本
市
で
申
請
が
必
要
で

す
。

・�

無
償
化
に
は
、
利
用
施
設
に
応
じ

て
上
限
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
先
　
令
和
７
年
２
月

20
日
（
木
）
ま
で
に
、
保
育
課
窓
口

に
て
申
請
書
類
を
提
出

＊
申
請
書
類
は
入
園
決
定
後
に
園
を

通
じ
て
配
布
し
ま
す
。

＊
認
可
外
保
育
施
設
な
ど
を
利
用
す

る
か
た
は
、
園
で
の
書
類
配
布
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
保
育
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
役
所
保
育
課
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令
和
７
年
度
公
立
学
童

保
育
所
の
入
所
受
付

▼
入
所
資
格
　
市
内
在
住
の
小
学
生

で
、
昼
間
、
常
に
保
護
者
（
両
親
ま

た
は
こ
れ
に
代
わ
る
か
た
）
が
労
働

な
ど
に
よ
り
不
在
の
た
め
保
育
で
き

な
い
家
庭
の
児
童

▼
入
所
期
間
　
令
和
７
年
４
月
１
日

～
令
和
８
年
３
月
31
日

＊
日
曜
日
・
祝
日
・
夏
期
（
８
月
13

～
15
日
）
・
年
末
年
始
（
12
月
29
日

～
翌
年
１
月
３
日
）
及
び
市
が
定
め

る
日
は
休
み

▼
開
設
時
間
　

・
平
日

：

放
課
後
～
午
後
６
時

・�

土
曜
日

：

午
前
７
時
30
分
～
午
後

６
時

・�

学
校
休
業
日
（
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時

＊
延
長
保
育
は
午
後
７
時
ま
で
（
土

曜
日
は
実
施
し
ま
せ
ん
。
）

▼
開
設
場
所
　
左
表
の
と
お
り

▼
保
育
料
（
月
額
）
　
児
童
１
人
に

つ
き
午
後
６
時
ま
で
５
，
０
０
０
円
、

午
後
６
時
30
分
ま
で
６
，
０
０
０
円
、

午
後
７
時
ま
で
７
，
０
０
０
円

＊
同
じ
世
帯
の
２
人
目
の
児
童
は
１

／
２
の
額
を
免
除
、
３
人
目
以
降
は

全
額
免
除
（
同
時
利
用
の
場
合
の

み
）

＊
生
活
保
護
受
給
世
帯
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
に
対
す
る
減
免
制
度
が
あ

り
ま
す
。

＊
保
育
料
以
外
の
諸
経
費
は
、
入
所

案
内
書
類
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
　
10
月
21
日
（
月
）
～
25
日

（
金
）
ま
で
に
、
必
要
書
類
を
次
の

場
所
に
提
出

・
新
規
申
込
者

：

中
央
公
民
館

　
（
午
前
９
時
～
午
後
７
時
）

・
継
続
申
込
者

：

各
学
童
保
育
所

　
（
放
課
後
～
閉
所
）

＊
必
要
書
類
は
、
各
学
童
保
育
所
・

小
学
校
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園�

・
保
育
所
・
保
育
課
で
配
布
、
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
注
意
事
項
　

・�

今
年
度
入
所
し
て
い
る
児
童
で
、

来
年
度
も
入
所
を
希
望
す
る
場
合

も
、
改
め
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

開
設
場
所
は
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

・�

定
員
を
超
過
し
た
場
合
、
４
月
１

日
か
ら
入
所
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
問
合
先
　
香
芝
市
立
学
童
保
育
所

指
定
管
理
者
　
シ
ダ
ッ
ク
ス
大
新
東

ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
株
）
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市ＨＰ

市ＨＰ

施設・事業 保育料区分 申請の要否

幼
稚
園

・公立幼稚園
・�私立幼稚園�
（移行園）

保育料 不
要 ―

預かり保育利用料
【保育が必要な世帯】

必
要

入園決定後、園を通
じて案内があります。・�私立幼稚園�

（私学助成園）

保育料 必
要

預かり保育利用料
【保育が必要な世帯】

必
要

保
育
所
等

・公立保育所
・私立保育園
・小規模保育園

保育料
【保育が必要な世帯】

不
要 ―

・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・�ファミリーサポート
センター事業

保育料
【保育が必要な世帯】

必
要
保育課までお問い
合わせください。

認
定
こ
ど
も
園

・公立認定こども園
・私立認定こども園

保育料 不
要 ―

預かり保育利用料
【保育が必要な世帯】

必
要
入園決定後、園を通
じて案内があります。

学童保育所名 開設場所

下田 北今市５－６３１－５
（北今市３丁目西交差点北西）

五位堂 五位堂２－３００－１
（五位堂小学校内）

二上 畑４－９５－５
（二上小学校南側）

関屋 関屋北５－７－１
（関屋小学校内）

三和 良福寺６６５－２
（三和小学校内）

志都美
今泉３６３（志都美こども園内）
＊令和７年度内に志都美小学
校内に移転予定

鎌田 鎌田３７０
（鎌田小学校内）

真美ヶ丘東 真美ヶ丘３－２－１３
（真美ヶ丘東小学校敷地内）

真美ヶ丘西 真美ヶ丘５－４－１６
（真美ヶ丘西小学校西隣）

旭ケ丘第１ 旭ケ丘３－１１－１
（旭ケ丘幼稚園西隣）

旭ケ丘第２ 旭ケ丘３－１－３
（旭ケ丘小学校内）
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